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大津湖南都市計画大津駅西第一土地区画整理事業の施行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定め

る規則を公布する。  

 平成30年10月５日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第79号 

   大津湖南都市計画大津駅西第一土地区画整理事業の施行に関する条例の一部を改正する条例の施行 

期日を定める規則 

 大津湖南都市計画大津駅西第一土地区画整理事業の施行に関する条例の一部を改正する条例（平成30年条例第

52号）の施行期日は、平成30年10月９日とする。 

 

 

大津市行政組織規則の一部を改正する規則を公布する。  

 平成30年10月５日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第80号 

大津市行政組織規則の一部を改正する規則 

 大津市行政組織規則（昭和61年規則第12号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第４項中「大津市本堅田五丁目21番１号」を「大津市本堅田六丁目26番２号」に、「大津市春日町７番

14号」を「大津市御陵町３番１号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年10月９日から施行する。ただし、第２条第４項の改正規定中「大津市本堅田五丁目21番

１号」を「大津市本堅田六丁目26番２号」に改める部分は、公布の日から施行する。 
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